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《東通消防署からのお知らせ》

年末年始特別警戒の実施について年末年始特別警戒の実施について
一段と寒さが厳しくなり、火気や暖房器具を使用する機会が増え、火災が多

く発生する季節となります。

消防署と消防団では年末から年始にかけて、消防車による巡回を行い各地域

の方々に火災予防を呼びかけています。

村民一人一人が火の元を確認するなど、火災予防を心がけ、火事のない明る

い新年を迎えましょう。

住宅用火災警報器の交換は住宅用火災警報器の交換は１０年１０年が目安です！が目安です！
現在、住宅用火災警報器はすべての住宅に設置が義務付けられて

います。住宅用火災警報器は、古くなると火災を感知しなくなるこ
とがあるため、とても危険です。
交換の目安は、取り付けから１０１０年年となっています。

今一度、確認しましょう。今一度、確認しましょう。

災害案内ダイヤルの番号変更について災害案内ダイヤルの番号変更について
災害案内ダイヤルの番号が、令和５年１２月３１日 （日） をもって変更となります。
新番号は、０５０－５５３６－６９５５０５０－５５３６－６９５５で、令和６年１月１日（月）からの運用開始となります。
なお、使用方法は従来と変わらず、新番号へダイヤルすると自動音声での案内が開始されます。

また、通話料は自己負担となります。


